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金融機関の店舗統廃合に起因する 

水道料金の口座振替誤り等について 

 

令和４年２月１８日（金）に令和３年度１月分の水道料金の口座振替を行った

ところ、１件５９４円の口座振替誤り等が判明しました。 

記 

１ 経過 

  令和４年１月のみえなか農業協同組合の店舗統廃合に伴って、本市は、業務委託に

より管理を行っている水道料金・下水道使用料システム（以下「料金システム」とい

います。）に登録されている口座情報に係る修正について、委託業者に依頼し、修正

を行った上で、同年２月１８日（金）に令和３年度１月分の水道料金及び市営浄化槽

使用料の口座振替を行ったところ、令和４年２月２１日（月）にみえなか農業協同組

合から当該修正を行った複数の口座に係る振替不能があったとの連絡がありました。

このことを受け、料金システムにおける修正後の振替口座の口座番号を確認したとこ

ろ、一部の口座番号が正しく修正されていなかったことが分かり、そのことにより、

１件５９４円の口座振替誤りが判明しました。また、この他３件の口座振替不能が発

生していたことも判明しました。 

２ 対象件数等 

口座振替誤り １件    ５９４円 

口座振替不能 ３件  

３ 口座振替誤り等の原因 

  料金システムの管理を委託している業者が、当該店舗統廃合が行われる前の複数

支店において同じ口座番号が使用されていることを把握しておらず、また、本来は

支店番号と口座番号の両方に基づき、対象を特定して修正すべきところ、口座番号

のみに基づき対象を特定して修正を行ったことから、店舗統廃合の前に別の支店に

おいて同一口座番号であった口座を混同し、一部の口座については、店舗統廃合後

の新たな口座番号に修正されていなかったことによるものです。 

４ 口座振替誤り等への対応 

  口座振替誤りの対象者には、電話で連絡し、当該口座振替誤りについてのお詫び

及び経緯等の説明を行った上で、誤って口座振替を行った水道料金５９４円につい

ては、令和４年２月２２日（火）に返金する手続を行いました。 

  また、口座振替不能の対象者には、同じく電話で連絡し、お詫び及び経緯等の説

明を行い、改めて同年３月８日（火）に口座振替を行うことで了承を得ました。 

５ 今後の対応 



  再発防止策として、金融機関の店舗統廃合に伴うシステム修正を行う場合は、デ

ータ処理に誤りがないよう修正の仕方を含めて委託業者と調整することを徹底し、

本市担当者においても修正後のデータ等の検証をより慎重に行うなど確認体制の

強化に取り組みます。 


